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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通話機能を備えた通信端末と、該通信端末に電話番号の情報を提供する番号案内サービ
ス局と、これらの間を結ぶ基地局及び電話交換網とを有するシステムであって、
　前記番号案内サービス局は、前記通信端末から電話番号の検索依頼を受付けると、該依
頼に応じて電話番号の検索を行い、該電話番号の検索結果を発信者番号通知システムにお
ける送信用のデータ形式で前記通信端末へ送信し、
　前記通信端末は、前記発信者番号通知システムにおける送信用のデータ形式を、前記発
信者番号通知システムにおける画面表示が可能なデータ形式にデコードするデコーダを備
えており、前記検索依頼に係る前記番号案内サービス局との通話を継続させたまま前記発
信者番号通知システムにおける送信用のデータ形式の電話番号の検索結果を前記番号案内
サービス局から受信すると、該受信した電話番号の検索結果を前記デコーダを用いて、前
記発信者番号通知システムにおける画面表示が可能なデータ形式にデコードし、該デコー
ドした電話番号の情報を画面表示することを特徴とする番号案内システム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は番号案内システムに関し、特に、コンピュータによる合成音声や肉声によって案
内される検索結果の電話番号をメモしたり、暗記する必要なしに、確実に確認することが
できる番号案内システムに関する。
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【０００２】
【従来の技術】
現在、各通信事業者（キャリア）において番号案内サービス（例えば、ＮＴＴの場合、１
０４番）が行なわれているが、その運用は、番号問い合わせに対する応対と検索はオペレ
ータが行ない、検索によって得られた電話番号の通知はコンピュータによる合成音声で行
なっているのが一般的である。
【０００３】
近年、携帯電話の利用が爆発的に増え、携帯電話から番号案内サービスの提供を受けるユ
ーザーの割合も確実に増加してきている。ところで、外出先や移動中に携帯電話で番号案
内サービスの提供を受ける場合、両手がふさがっているケース（例えば、右手に鞄、左手
に携帯電話など）が往々にして発生し、固定電話であれば簡単にメモをとれるべきところ
が、携帯電話ではそれができない場合も多い。このような場合、ユーザーは相手に電話を
するまで、番号案内サービスで教えられた相手の電話番号を暗記しなければならず、ユー
ザーに少なからず負担をかけることになっていた。
【０００４】
また、外で電話をかけることが多いため、外部の騒音によって聞きづらかったり、移動中
などで電波状態が悪く、途中で音が途切れたり、電話が切れたりするなどの問題も発生し
ていた。検索された電話番号の聞き取り中に音が途切れたり、電話が切れてしまった場合
、料金は課金されているにもかかわらず、正確なサービスは受けられずじまいになってお
り、ユーザーは再度番号案内サービスに電話をしてサービスを受け直さなければならない
という問題もあった。
【０００５】
それ故、１回の電話で確実に番号案内サービスを受けることができ、さらには簡単な操作
ですぐに目的の電話番号に電話できるようになることが望まれている。さらに、自宅や友
人などに電話をして第３者の電話番号を聞く場合にも前記したと同様な問題があった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、番号案内システムにおいて音声に
よって通知される電話番号を携帯電話機や固定電話機などの通信端末の画面上に番号表示
することができ、あるいは検索された目的の電話番号にそのまま直接電話を転送すること
ができるようにした番号案内システムを提供することを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明は以下のような手段を採用した。すなわち、本発明に
おける番号案内システムは、通話機能を備えた通信端末と、通信端末に電話番号の情報を
提供する番号案内サービス局と、これらの間を結ぶ基地局及び電話交換網とを有するシス
テムであって、番号案内サービス局は、通信端末から電話番号の検索依頼を受付けると、
依頼に応じて電話番号の検索を行い、電話番号の検索結果を発信者番号通知システムにお
ける送信用のデータ形式で通信端末へ送信し、通信端末は、発信者番号通知システムにお
ける送信用のデータ形式を、発信者番号通知システムにおける画面表示が可能なデータ形
式にデコードするデコーダを備えており、検索依頼に係る番号案内サービス局との通話を
継続させたまま発信者番号通知システムにおける送信用のデータ形式の電話番号の検索結
果を番号案内サービス局から受信すると、受信した電話番号の検索結果をデコーダを用い
て、発信者番号通知システムにおける画面表示が可能なデータ形式にデコードし、デコー
ドした電話番号の情報を画面表示することを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
図１に、本発明に係る番号案内システムの第１の実施の形態を示す。　この第１の実施の
形態は、番号案内サービス局４から案内される電話番号の音声を音声認識によって自動識
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別し、携帯電話機１の液晶画面に表示するようにしたものである。
【００１５】
図中、１は携帯電話機、２は携帯電話の基地局、３は電話回線網、４は番号案内サービス
局であって、携帯電話機１には音声識別装置１０１が内蔵されている。１０２は、携帯電
話機１の液晶画面である。
【００１６】
この第１の実施の形態の動作を、図２のフローチャートを参照して説明する。
ユーザーは携帯電話機１を操作して番号案内サービス（例えば、ＮＴＴの場合１０４番）
に電話をかけると（ステップＳ１１）、この番号問い合わせの電話は、基地局２、電話交
換網３を介して番号案内サービス局４につながり、オペレータが電話口に出て応対する。
【００１７】
ユーザーがオペレータの質問に従って検索を希望する相手先の住所、氏名を伝えると、オ
ペレータはキーボードを操作して依頼された目的の電話番号を検索する（ステップＳ１２
）。そして、目的とする電話番号が検索されると、オペレータはユーザーにその旨を告げ
、例えばコンピュータの合成音声によって、検索された電話番号をユーザーに向けて送信
する（ステップＳ１３）。
【００１８】
ユーザーの携帯電話機１がこの音声による電話番号の案内を受信すると、該音声信号は携
帯電話機１内の音声認識装置１０１に送られ、音声認識される（ステップＳ１４）。この
音声認識によって得られた目的とする電話番号は、携帯電話機１の液晶画面１０２に表示
される（ステップＳ１５）
【００１９】
そして、ユーザーは、この液晶画面１０２に表示された電話番号ＷＯながら、目的とする
相手に電話をかける（ステップＳ１６）。
【００２０】
このようにして、第１の実施の形態によるときは、問い合わせた相手の電話番号が携帯電
話機１の液晶画面１０２に表示されるので、従来の番号案内さービスのようにメモをとっ
たり、暗記する必要がなくなり、ユーザーの負担を格段に軽減することができる。
【００２１】
また、音声認識された電話番号は携帯電話機１の内部メモリに記憶されているので、その
まま簡単に電話機内蔵の電話番号帳に登録することができ、以後いつでも利用することが
可能となる。なお、上記の例では、携帯電話機１を用いた場合を示したが、有線式の固定
電話機あるいはＰＨＳでも同様に実現できるものである。
【００２２】
図３に、本発明に係る番号案内システムの第２の実施の形態を示す。　この第２の実施の
形態は、番号案内サービス局４において目的とする電話番号が検索されたら、ユーザーの
了解の下に検索された目的とする電話番号の相手に電話を転送するようにしたものである
。図中、１は携帯電話機、２は携帯電話の基地局、３は電話回線網、４は番号案内サービ
ス局、５は目的とする相手先の固定電話機である。
【００２３】
この第２の実施の形態の動作を、図４のフローチャートを参照して説明する。
いま、ユーザーが形態電話機１を操作して番号案内サービスに電話をかけると（ステップ
Ｓ２１）、この番号問い合わせの電話は、基地局２、電話交換網３を介して番号案内サー
ビス局４につながり、オペレータが電話口に出て応対する。
【００２４】
ユーザーがオペレータの質問に従って検索を希望する相手先の住所、氏名を伝えると、オ
ペレータはキーボードを操作して依頼された目的の電話番号を検索する（ステップＳ２２
）。
【００２５】
そして、目的とする電話番号が検索されると、オペレータはユーザーにその旨を告げ、検
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索された相手先に電話の転送するか否かを問い合わせ、転送を希望する場合には、検索さ
れた電話番号の相手方の固定電話機５に向けて電話を転送し（ステップＳ２３）、そのま
まユーザーと検索した相手型との間で通話を行なう（ステップＳ２４）。
【００２６】
このように、第２の実施の形態の場合、目的の電話番号先へ転送することで、ユーザーは
メモをとったり、番号を暗記したりする必要なく、そのまま直接目的とする相手と通話す
ることができる。このため、一旦電話を切ってかけ直す煩わしさを解消することができる
。
【００２７】
なお、この場合、番号案内サービス局４から転送した相手までの通話料および通信料は、
原則として転送を依頼したユーザー側の負担となる。
【００２８】
また、上記の例では、携帯電話機１から有線式の固定電話機５へ転送する場合を示したが
、携帯電話機（ＰＨＳも含む）から携帯電話機（ＰＨＳも含む）へ、固定電話機から携帯
電話機（ＰＨＳも含む）へ、あるいは固定電話機から固定電話機へ、いずれの場合でも同
様に実現できるものである。
【００２９】
図５に、本発明に係る番号案内システムの第３の実施の形態を示す。　この第３の実施の
形態は、番号案内サービス局４において目的とする電話番号が検索されたら、発信者番号
通知システム（例えば、ＮＴＴの場合でいえば、「ナンバー・ディスプレイ」）を利用し
て電話番号を送信するようにしたものである。
【００３０】
図中、６は有線式の固定電話機、３は電話回線網、４は番号案内サービス局であって、番
号案内サービス局４には発信者番号通知システム４０１を備えるとともに、前記通信端末
内には発信者番号通知システムの受信装置６０１が内蔵されている。６０２は、固定電話
機６の液晶画面である。
【００３１】
この第３の実施の形態の動作を、図６のフローチャートを参照して説明する。
いま、ユーザーが固定電話機６を操作して番号案内サービスに電話をかけると（ステップ
Ｓ３１）、この番号問い合わせの電話は電話交換網３を介して番号案内サービス局４につ
ながり、オペレータが電話口に出て応対する。
【００３２】
ユーザーがオペレータの質問に従って検索を希望する相手先の住所、氏名を伝えると、オ
ペレータはキーボードを操作して依頼された目的の電話番号を検索する（ステップＳ３２
）。そして、目的とする電話番号が検索されると、オペレータは発信者番号通知システム
４０１を利用し、検索した電話番号を所定のデータ形式でユーザーの固定電話機６に向け
て送信する（ステップＳ３３）。
【００３３】
ユーザーの固定電話機６がこのデータを受信すると、該データは固定電話機６に内蔵した
発信者番号通知システムの受信装置６０１に送られ、電話番号がデコードされる（ステッ
プＳ３４）。このデコードされた目的とする電話番号は、携帯電話機１の液晶画面６０２
に表示される（ステップＳ３５）
【００３４】
そして、ユーザーは、この液晶画面６０２に表示された電話番号を見ながら、目的とする
相手に電話をかける（ステップＳ３６）。
【００３５】
このようにして、第３の実施の形態によるときは、問い合わせた相手の電話番号が固定電
話機６の液晶画面６０２に表示されるので、従来の番号案内サービスのようにメモをとっ
たり、暗記する必要がなくなり、ユーザーの負担を格段に軽減することができる。
【００３６】



(5) JP 4344468 B2 2009.10.14

10

20

30

40

50

また、デコードされた電話番号は固定電話機６の内部メモリに記憶されているので、その
まま簡単に電話機内蔵の電話番号帳に登録することができ、以後いつでも利用することが
可能となる。
【００３７】
なお、上記の例では、固定電話機６を用いた場合を示したが、携帯電話機あるいはＰＨＳ
でも同様に実現できるものである。
【００３８】
図７に、本発明に係る番号案内システムの第４の実施の形態を示す。　この第４の実施の
形態は、番号案内サービス局４において目的とする電話番号が検索されたら、プッシュ音
を利用して電話番号を送信するようにしたものである。図中、７は有線式の固定電話機、
３は電話回線網、４は番号案内サービス局であって、固定電話機７内にはプッシュ音デコ
ーダ７０１が内蔵されている。７０２は、固定電話機７の液晶画面である。
【００３９】
この第４の実施の形態の動作を、図８のフローチャートを参照して説明する。
いま、ユーザーが固定電話機７を操作して番号案内サービスに電話をかけると（ステップ
Ｓ４１）、この番号問い合わせの電話は電話交換網３を介して番号案内サービス局４につ
ながり、オペレータが電話口に出て応対する。
【００４０】
ユーザーがオペレータの質問に従って検索を希望する相手先の住所、氏名を伝えると、オ
ペレータはキーボードを操作して依頼された目的の電話番号を検索する（ステップＳ４２
）。そして、目的とする電話番号が検索されると、オペレータは、プッシュホン式ダイヤ
ルを操作し、検索した電話番号をプッシュ音によってユーザーの固定電話機７に向けて送
信する（ステップＳ４３）。このプッシュ音による番号送信形式としては、例えば「＊０
１２－３４５－６７８９＊」のような形式で送られる。最初と最後の「＊」音は、電話番
号の開始位置と終了位置を示すためのプッシュ音である。
【００４１】
ユーザーの固定電話機６がこのプッシュ音による電話番号を受信すると、該受信信号は固
定電話機７内のプッシュ音デコーダ７０１に送られ、元の電話番号「０１２－３４５－６
７８９＊」がデコードされる（ステップＳ４４）。このデコードされた電話電話番号は、
固定電話機７の液晶画面７０２に表示される（ステップＳ４５）
【００４２】
そして、ユーザーは、この液晶画面７０２に表示された電話番号を見ながら、目的とする
相手に電話をかける（ステップＳ４６）。
【００４３】
このようにして、第４の実施の形態によるときは、問い合わせた相手の電話番号が固定電
話機７の液晶画面７０２に表示されるので、従来の番号案内サービスのようにメモをとっ
たり、暗記する必要がなくなり、ユーザーの負担を格段に軽減することができる。
【００４４】
また、デコードされた電話番号は固定電話機７の内部メモリに記憶されているので、その
まま簡単に電話機内蔵の電話番号帳に登録することができ、以後いつでも利用することが
可能となる。
【００４５】
なお、上記の例では、固定電話機７を用いた場合を示したが、携帯電話機あるいはＰＨＳ
でも同様に実現できるものである。
【００４６】
また、上記の例では、ユーザーの携帯電話機１や固定電話機６，７と番号案内サービス局
４との間でのシステムについて説明したが、第１、第３および第４の実施の形態において
番号案内サービス局４に代えて他のユーザーの持っている携帯電話機や固定電話機からの
電話番号を音声、データ、プッシュ音で受信し、該受信した電話番号を元に電話を掛ける
こともできる。
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【００４７】
すなわち、図１、図５、図７の番号案内サービス局４を他のユーザーが使用している携帯
電話機、固定電話機に置き換え、ユーザーの携帯電話機１あるいは固定電話機６，７から
他のユーザー（友人や家族）が使用している携帯電話機や固定電話機に電話をし、該他の
ユーザーから第３者の電話番号をユーザーの携帯電話機１あるいは固定電話機６，７に表
示することで、第３者に電話を掛けることができる。
【００４８】
例えば、第１の実施の形態の場合には、他のユーザーとの会話中に、他のユーザーが使用
中の電話機から第３者の電話番号を音声で発声してもらい、この音声を受信した停滞電話
機１に組み込まれている音声認識装置１０１で電話番号に変換して、該電話番号を携帯電
話機１の液晶画面１０２に表示することにより、第３者に対して電話を掛けることができ
る。
【００４９】
また、第３の実施の形態の場合には、他のユーザーとの会話中に、他のユーザーが使用中
の電話機によって第３者の電話番号をテンキーから入力、あるいは、電話機内に登録され
ている電話番号を選択して出力すると、該他のユーザーの電話機内に組み込まれている発
信番号通知システムによってを所定のデータに変換されユーザーの固定電話機や携帯電話
機に組み込まれている発信者番号通知受信装置によって電話番号がデコードされて電話機
の液晶画面に表示されるので、該電話番号によって発信することにより第３者に電話を掛
けることができる。
【００５０】
さらに、第４の実施の形態の場合には、他のユーザーとの会話中に、他のユーザーが使用
中の電話機によって第３者の電話番号をプッシュボタンから入力、あるいは、電話機内に
登録されている電話番号を選択して出力すると、該電話番号のブッシュ音がユーザーの電
話機に電送されるので、該ユーザーの電話機に組み込まれているプッシュ音デコーダでデ
コードして液晶画面に第３者の電話番号が表示される。この表示された電話番号によって
第３者に電話を掛けることができる。
【００５１】
なお、前記したユーザーおよび他のユーザーの電話機としては携帯電話機（モバイルコン
ピュータ等の携帯端末を含む）や固定電話機の何れを使用してもよいことは勿論のことで
あり、また、前記した実施の形態では前記表示された電話番号によって直ちに電話を掛け
る場合について説明したが、表示された電話番号を受信した電話機のメモリ内に登録して
おいて、該登録した電話番号によって電話を掛けることも可能である。
【００５２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の番号案内システムによるときは、番号案内サービス局や他
のユーザーに問い合わせた相手の電話番号が通信端末の画面上に表示されるので、従来の
番号案内サービス等のようにメモをとったり、暗記する必要がなくなり、ユーザーの負担
を格段に軽減することができる。また、目的の電話番号先へ転送するようにした場合には
、ユーザーはメモをとったり、番号を暗記したりする必要なく、そのまま直接目的とする
相手と通話することができ、一旦電話を切ってかけ直す煩わしさを解消することができる
。さらに、デコードされた電話番号は通信端末の内部メモリに記憶されているので、その
まま簡単に電話機内蔵の電話番号帳に登録することができ、以後いつでも利用することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態に係る番号案内システムのブロック図である。
【図２】第１の実施の形態に係る番号案内システムの動作説明のフローチャートである。
【図３】第２の実施の形態に係る番号案内システムのブロック図である。
【図４】第２の実施の形態に係る番号案内システムの動作説明のフローチャートである。
【図５】第３の実施の形態に係る番号案内システムのブロック図である。
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【図６】第３の実施の形態に係る番号案内システムの動作説明のフローチャートである。
【図７】第４の実施の形態に係る番号案内システムのブロック図である。
【図８】第４の実施の形態に係る番号案内システムの動作説明のフローチャートである。
【符号の説明】
１　　携帯電話機
２　　携帯電話の基地局
３　　電話交換網
４　　電話案内サービス局
５，６，７　　有線式の固定電話機
１０１　　音声認識装置
１０２　　液晶画面
４０１　　発信者番号通知システム
６０１　　発信者番号通知システムの受信装置
６０２　　液晶画面
７０１　　プッシュ音デコーダ
７０２　　液晶画面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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